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１ 令和７年８月からの制度改正等について 

①基準費用額（居住費）の変更 

 

 

②負担限度額の変更 
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※一般過誤または同月過誤を○で囲み、同月過誤の場合は

再請求月を必ず記入してください。

様式

申立理由

 注）　この依頼書に大阪府国民健康保険団体連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を

　　　正と誤を明記した上でそれぞれ１部添付してください。

備考

（　　　　　　　　　）
受付者

（　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受　付　印

高額介護サービス費確認

有　　　　・　　　　無

申立理由番号 申　立　理　由

０２ 請求誤りによる実績取り下げ

４９ 適正化による保険者申立の取り下げ

６１ 施設サービス等介護給付費明細書（介護医療院サービス） 様式第9の2

７０ 施設サービス等介護給付費明細書（介護療養施設サービス） 様式第10

５０
施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書
（介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

様式第8

６０ 施設サービス等介護給付費明細書（介護保健施設サービス） 様式第9

４０ 居宅介護支援介護給付費明細書 様式第7

４１ 介護予防支援介護給付費明細書 様式第7の2

３５
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
（介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用））

様式第6の6

３６
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用））

様式第6の7

３３ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防特定施設入居者生活介護） 様式第6の4

３４ 地域密着型サービス介護給付費明細書（認知症対応型共同生活介護（短期利用）） 様式第6の5

３１
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
(介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外））

様式第6の2

３２
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（特定施設入居者生活介護（短期利用以外）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外））

様式第6の3

２Ｂ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護医療院における介護予防短期入所療養介護） 様式第4の4

３０ 地域密着型サービス介護給付費明細書(認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）） 様式第6

２６ 介護予防サービス介護給付費明細書（病院等における介護予防短期入所療養介護） 様式第5の2

２Ａ 居宅サービス介護給付費明細書（介護医療院における短期入所療養介護） 様式第4の3

２５
介護予防サービス介護給付費明細書
（介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護）

様式第4の2

２３ 居宅サービス介護給付費明細書（病院等における短期入所療養介護） 様式第5

２４ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防短期入所生活介護） 様式第3の2

２２ 居宅サービス介護給付費明細書（介護老人保健施設における短期入所療養介護） 様式第4

１１
介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
(介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与・介護予防小規模多機能型居宅介護　等）

様式第2の2

２１ 居宅サービス介護給付費明細書（短期入所生活介護） 様式第3

※該当する様式番号・申立理由番号を○で囲んでください。

様式番号 様　式　名　称 明細書様式

１０
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（訪問介護・通所介護・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・小規模多機能型居宅介護　等）

様式第2

被保険者番号

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　）
被保険者氏名

FAX番号 　　　　　　　（　　　　　　）

サービス
提供年月

　 　　　　　　年　　　　月
～　　        年　　　　月

担当者名

介護給付費過誤申立依頼書

一般過誤

同月過誤（　　　　　年　　　月再請求分）

保険者名 東大阪市 事業所番号

事業所名
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※一般過誤または同月過誤を○で囲み、同月過誤の場合は

再請求月を必ず記入してください。

様式

申立理由

 注）　この依頼書に大阪府国民健康保険団体連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を
　　　正と誤を明記した上でそれぞれ１部添付してください。

備考

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書

一般過誤

同月過誤（　　　　年　　月再請求分）

保険者名 東大阪市 事業所番号

事業所名
被保険者番号

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　）
被保険者氏名

FAX番号 　　　　　　　（　　　　　　）

サービス
提供年月

　 　　　　　　年　　　　月
～　　        年　　　　月

担当者名

２０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（介護予防ケアマネジメント費） 様式第7の3

９９ 東大阪市からの勧奨によるもの

（　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申立理由番号 申　立　理　由

０２ 請求誤りによる実績取り下げ

有　　　　・　　　　無

（　　　　　　　　　）
受付者

受　付　印

高額介護予防サービス費相当事業確認

※該当する様式番号・申立理由番号を○で囲んでください。

様式番号 様　式　名　称 明細書様式

１０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（訪問型サービス費・通所型サービス費） 様式第2の3
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食品衛生法の一部改正について
～集団給食施設の方へ～

営業の届出制度について
従来、調理業務を外部事業者に委託している施設については、外部事業者が食品衛

生法における飲食店営業許可を取得していただき、直営で調理業務をしている施設につ
いては、営業許可が不要でした。令和３年６月１日から営業の届出制度が始まり、営業
許可の対象とならない業種の営業者については、営業の届出が必要になりました。現在、
外部事業者に委託し、飲食店営業許可を取得している施設は、営業の届出については
不要です。委託契約が終了し、直営で調理業務をすることに変更になる場合は、営業の
届出をお願いします。
また、届出事項が変更となった場合や廃業した場合も、届出が必要です。

HACCPに沿った衛生管理について

１回の提供食数が２０食程度未満の少数特定の者を対象とする給食施設について
は、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適
用されません。（※ただし、営業の届出については実態把握のため、可能な限りお願いします。）その
場合であっても、上記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」
等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。

令和４年４月版

食品衛生法の改正により、令和２年６月１日から、原則、全ての食品等事業者は、
HACCPに沿った衛生管理を実施すること及び食品衛生責任者を選任することに加え、令
和３年６月１日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、営業の届
出が必要になりました。

小規模施設について

令和２年６月１日より原則全ての食品等事業者（集団給食施設を含む）は
HACCPに沿った衛生管理を実施することが義務付けられました。集団給食施設におかれ
ましては、厚生労働省が発出している「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生
管理が行われていれば新たな対応は生じません。ただし「大量調理施設衛生管理マニュア
ル」によらない衛生管理を行っている施設については厚生労働省のウェブサイトにある「小規
模な一般飲食店向け」や「旅館・ホテル向け」のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理
の手引書等を参考に衛生管理を行ってください。

※食品衛生責任者になれる者の資格
１．都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

（いわゆる食品衛生責任者養成講習会修了者）
２．調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等
３．食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者

◆お問い合わせ・ご相談先 東大阪市保健所 食品衛生課
〒５７８－０９４１ 東大阪市岩田町４丁目３番２２ー５００号希来里５階

電話 ０７２－９６０－３８０３
FAX ０７２－９６０－３８０７
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（ウェブサイト掲載文） 

 

食品衛生法改正に伴う集団給食施設に関連する変更点 

・令和３年６月１日より、原則全ての食品等事業者（集団給食施設を含む）はＨＡＣＣＰ（ハサ

ップ）に沿った衛生管理を実施することが義務付けられました。集団給食施設におかれましては、

厚生労働省が発出している「大量調理施設衛生管理マニュアル」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf

に従って衛生管理が行われていれば新たな対応は生じません。ただし「大量調理施設衛生管理マ

ニュアル」によらない衛生管理を行っている施設については厚生労働省のウェブサイトにある

「小規模な一般飲食店向け」や「旅館・ホテル向け」のＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管

理のための手引書 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html 

等を参考に衛生管理を行ってください。 

１回の提供食数が２０食程度未満の少数特定の者を対象とする給食施設については、ＨＡＣ

ＣＰに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません（※ただ

し、営業の届出については実態把握のため、可能な限りお願いします）。その場合であっても、

上記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000897953.pdf 

等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。 

・外部事業者へ調理業務を委託している場合は、飲食店営業の営業許可が必要です。直営で調理

業務をしている施設は、営業届出の対象となります。 

詳細につきましては、厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_000

10.html 

または東大阪市健康部 保健所 食品衛生課(072-960-3803)までご連絡ください。 

 

（上記ＵＲＬにつきましては、それぞれ直前の下線を引かせていただいた文字にリンクで

埋め込むことが可能であればお願いします） 
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小タイトル：健康部保健所健康づくり課 

 

日本人の食事摂取基準（2025 年版）が策定されました（太字） 

本文：食事摂取基準は、5 年ごとに食事摂取の現状や最新の知見等に基づき改定されています。令和 7 年 4 月 1

日から「日本人の食事摂取基準（2025 年版）」が適用されます。施設においてご対応いただきますようお願いい

たします。 

 

厚労省ホームページ「日本人の食事摂取基準（2025 年版）」策定検討会報告書 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html 

 

東大阪市電子申請システムでの給食施設の届出等の受付を開始しました（太字） 

本文：本市では、健康増進法等に基づき、特定給食施設及びその他の給食施設の設置者に対して、特定給食施設

等の届出と栄養管理報告書の提出を求めています。 

 令和 7 年 2 月 25 日から、新たに東大阪市電子申請システムによる提出の受付を開始しました。 

【届出・提出方法】 

・（追加）電子申請システム 

    開始・変更・廃止届→手順に従って申込フォームに入力してください。（従来の様式への記載不要です） 

    栄養管理報告書の提出→従来の様式にご記入の上、電子申請システム上にアップロードしてください。 

・郵送・窓口持参・メール 

※メールでの受付は令和 9 年 3 月 31 日に終了します 

【届出・提出先】 

(〒579-の施設)東大阪市保健所東保健センター 

(〒578-の施設)東大阪市保健所中保健センター 

(〒577-の施設)東大阪市保健所西保健センター 

 

詳しくは市ウェブサイト「特定給食施設施設及びその他の給食施設の届出」をご覧ください。 

特定給食施設及びその他の給食施設の届出 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005672.html 
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事業系一般廃棄物の適正な処理について

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない」と明記されています。さらに、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用な
どを行うことによりその減量に努めるなどの事業者の責務が定められています。

事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物は、東大阪市の一般廃棄
物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼（収集運搬業務を委託）して適切に処理してください。

事業系一般廃棄物について

廃
棄
物（
ご
み）

家庭系ごみ

事業系ごみ

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち段
ボール、ＯＡ用紙、生ごみなどの産業廃棄物
以外のもの

事業活動に伴って発生した廃棄物のうちス
チール製品、廃油、蛍光管・電球など法令に
定められた２０種類の廃棄物

事業系一般廃棄物

・生ごみ（料理くず、残飯、茶かす等）
・木くず（割りばし、剪定枝等）
・紙くず（ちり紙、紙コップ）
・繊維くず

紙くず（段ボール・新聞紙などの
古紙）、繊維くず（古着・古布）など
でリサイクルできるもの

東大阪市の許可業者以外へ処理を委託することは、廃棄物処理法に違反します。

許可業者に委託する場合は、料金・排出量・排出方法・収集日時・資源ごみの扱い等について、事
前に相談してください。

廃棄物処理法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と明記されており、違反者には罰則
規定があります。

東大阪都市清掃施設組合
（中間処理施設）

民間の資源再生ルートへ

資源ごみ

東大阪清掃事業協同組合

ＴＥＬ ０６－６７８３－００５３

月～金（休日・祝日除く） ９：００～１５：００

東大阪市環境部 環境事業課

ＴＥＬ ０６－４３０９－３２００
ＦＡＸ ０６－４３０９－３８２９

排出事業者の責務について

事業系一般廃棄物の適正な処理について

収集運搬
許可業者
に委託

自己搬入または

資源回収業者
等と相談のうえ、
委託

ご注意ください

問合せ先

収集運搬の許可業者に関すること この通知文に関すること

東大阪市荒本北１丁目１番１号
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◇収集することができるもの

　　▽家庭ごみ
　　▽あきかん・あきびん
　　▽不燃の小物
　　▽プラスチック製容器包装
　　▽ペットボトル

◇対象
　家庭ごみなどをごみ集積所まで持ち出すことが困難で次のいずれかに該当する方

　　▽要介護認定で要介護度２以上の方
　　▽身体障害者手帳の交付を受け、かつ障害の程度が１級または２級の方
　　▽療育手帳の交付を受け、かつ知的障害の程度がＡの方
　　▽精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ障害の程度が１級の方

上記の対象要件に該当しない方でお困りの方…
まずは　北部環境事業所　へご相談ください。

◇申請方法

申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて郵送または直接お持ちください。
申請書は北部環境事業所、市役所　環境事業課（本庁15階）で配布しています。
また、市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。

◇申請・問合せ先

北部環境事業所 〒577-0046　東大阪市西堤本通西2-1-16
電話　06-6789-1851　ＦＡＸ　06-6789-9044

市役所　環境事業課 〒577-8521　東大阪市荒本北1-1-1
電話　06-4309-3200　ＦＡＸ　06-4309-3829

東大阪市では 　　　  収集を実施しています。

家庭ごみを、ごみ集積所（ステーション）へ持ち出すことが困難な

高齢者や障害者の方などはいらっしゃいませんか？

当市では市職員が毎週１回決められた曜日に戸別訪問し家庭ごみなどを収集しています。

普通救命講習を修了した職員が

収集に伺います。

また、ご希望があれば、お声かけ

いたします！

52

ふれあい収集について


